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北海
道新時代 #01★

1 　はじめに
　令和 3年 8月31日に「地方ブロックにおける社会資
本整備重点計画」が国土交通大臣・農林水産大臣決定
されました。これは令和 3年 5月28日に閣議決定され
た「第 5次社会資本整備重点計画」の地方版で、全国
10ブロックの計画をとりまとめたものです。
　このうちの一つである「北海道ブロックにおける社
会資本整備重点計画」は、北海道の特性等に応じて重
点的、効率的、効果的な社会資本整備を行うための計
画です。
　本稿では「北海道ブロックにおける社会資本整備重
点計画」の特徴および概要を中心に紹介します。

2 　社会資本整備重点計画について
　「社会資本整備重点計画」（以下、「全国社重」という。）
は、平成15年に制定された「社会資本整備重点計画法」
に基づき策定される計画で、計画期間における社会資
本整備の道しるべとなる計画です。
　平成15年に「第 1次社会資本整備重点計画」が策定
されましたが、従来の道路、河川、港湾などの 9本の
事業分野別計画を一本化するとともに、計画の内容が
「事業費」から「達成される成果」に転換されました。
その後、おおむね 5年を 1期として「全国社重」が策
定されています。
　計画の対象は、道路、交通安全施設、鉄道、空港、
港湾、航路標識、公園・緑地、下水道、河川、砂防、
地すべり、急傾斜地及び海岸並びに、これら事業と一
体となってその効果を増大させるため実施される事務
又は事業です。
　対象事業の大部分は道路、河川、港湾等の国土交通
省所管事業ですが、海岸は、建設海岸、港湾海岸の他、
農林水産省所管の農地海岸、漁港海岸も対象となりま
す。

3 　第 5次社会資本整備重点計画について
　令和 3年 5月28日に閣議決定された「第 5次社会資
本整備重点計画」（以下、「第 5次全国社重」という。）
は、計画期間が令和 3年度～令和 7年度の 5か年計画
です。
　「第 5次全国社重」では、計画期間における重点目
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標を設定していますが、従前の 4つの重点目標（防災・
減災、インフラメンテナンス、持続可能な地域社会の
形成、経済成長を支える基盤整備）に加え、昨今の社
会情勢の変化を踏まえて、インフラ分野のデジタル・
トランスフォーメーションと脱炭素化に関する 2つの
重点目標が新たに追加されました。

4  　「北海道ブロックにおける社会資本整備重点計画」
の特徴
4 - 1 　地方ブロックにおける社会資本整備重点計画
　「第 5次全国社重」の第 4章第 1節に、「重点目標を
達成するため、全国レベルの本重点計画に基づき、各
地方の特性、将来像や整備水準に応じて重点的、効率
的、効果的に整備するための計画として、地方ブロッ
クにおける社会資本整備重点計画を策定する。」と記
載されており、「第 5次全国社重」の実行性を確保す
る方策として、全国10ブロックの計画をとりまとめた
「地方ブロックにおける社会資本整備重点計画」が策
定されました。
　計画期間は「第 5次全国社重」と同じく、令和 3年
度～令和 7年度の 5か年計画で、各ブロックにおける
重点目標の実現に向けて、代表的な指標及び具体的な
事業を含む主要取組をとりまとめており、次の 3点の
特徴があります。
・ 完成時期や今後見込まれる事業費を記載するなど、
事業の見通しをできるだけ明確化
・ 「防災・減災、国土強靱化のための 5か年加速化対策」
として実施している取組を明示
・ ストック効果のさらなる拡大のため、インフラの潜
在力を引き出すとともに、インフラによる新たな価
値を創造するインフラ経営の取組を記載

4 - 2  「第 8期北海道総合開発計画」との関係
　「北海道ブロックにおける社会資本整備重点計画」
は「第 8期北海道総合開発計画」の中間点検を踏まえ、
北海道の強み・北海道の魅力である「食」と「観光」
等を下支えする社会資本整備を着実に推進するなど
「第 8期北海道総合開発計画」を実現するための社会
資本整備に関する具体的な方針を示しています。

4 - 3 　計画策定段階における幅広い意見交換
　計画の策定にあたり、産学官の代表により構成され
た「北海道ブロック戦略懇話会」（今回は新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため書面開催）における意
見交換や、北海道内の各市町村に対しての意見聴取、
また、広く国民の意見を聴くためにパブリックコメン
トを実施するなど、幅広い意見を聴き計画を策定しま
した。

5  　「北海道ブロックにおける社会資本整備重点計画」
の概要
　「北海道ブロックにおける社会資本整備重点計画」
の第 1章では「第 8期北海道総合開発計画」の中間点
検を踏まえて、社会情勢の変化等を示し、第 2章と第
3章では「第 5次全国社重」と同じ方向性や重点目標
を設定し、その重点目標を達成するため北海道の特性
に応じた小目標を設定し、目指すべき指標を示してい
ます。

5 - 1  　北海道ブロックにおける社会資本整備を取り
巻く社会経済情勢

⑴　北海道ブロックの将来像
　「第 8期北海道総合開発計画」に基づき、「世界の北
海道」をキャッチフレーズに、地域の発展と我が国の
課題解決に貢献するため、「世界水準の価値創造空間」
の形成を目指していくことを、2050年の長期を見据え
たビジョンとします。そのため、「人が輝く地域社会」、
「世界に目を向けた産業」、「強靱で持続可能な国土」
の 3つの目標を設定し、「北海道型地域構造の保持・
形成」と「北海道の価値創造力の強化」の 2つの視点
を踏まえ、その具体化に努めます。

■ 北海道ブロックにおける社会資本整備重点計画について ■

図 1 　「生産空間」等の分布状況

生産空間：主として農業・漁業に係わる生産の場（特に市街地ではない領域を指す。）
生産空間は、生産のみならず、観光その他の多面的・公益的な機能を提供している。

※圏域は、主な通院先、入院
先に着目した地域の結びつき
の例。設定条件により圏域は
変わり得る。
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⑵　北海道ブロックの社会情勢の変化
①　自然災害の質の変化
　平成30年の北海道胆振東部地震では、最大震度 7を
観測し、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震など、切
迫する地震による強震動・津波の発生が懸念されてい
ます。
②　インフラの老朽化
　積雪寒冷の厳しい気候条件等から将来的には急速な
老朽化が確実となっています。また、広域分散型社会
を形成しているため必然的に維持管理すべき社会資本
が多くなっています。
③　地域社会の変化
　全国に10年先んじて人口減少に転じており、高齢化
率は上昇を続けると推計されています。

④　国内外の経済状況の変化
　農地の大区画化等、農林水産業のイノベーションが
推進されています。また、北海道の豊かで美しい自然
環境や雪や流氷など北海道固有の地域資源は、我が国
の観光振興にも大きく寄与しています。
⑤　デジタル革命の本格化
　直面する様々な課題をＩＣＴやＡＩ、ロボットなど
未来技術の活用によって解決し、活力ある北海道を実
現するため「北海道Society5.0」が策定されました。
また、公共建築工事の現場においてもＩＣＴ技術の活
用が加速しています。

⑥ 　グリーン社会の実現に向けた動き、ライフスタイ
ルや価値観の多様化
　北海道の豊かな自然や地域資源を活かして、ゼロ
カーボン北海道や脱炭素社会の実現に向けた取組を促
進する動きが活発化しています。また、魅力的な景観
や自然環境を活かし、インフラを軸とした地域と一体
となった取組を先駆的に進めています。
⑦　新型コロナウイルス感染症の拡大
　働き方の見直しや地方移住を前向きに考えるという
機運が増している状況を契機とし、北海道が我が国に
果たす役割を再認識する必要があります。

5 - 2 　今後の北海道ブロックの社会資本整備の方向性
⑴ 　社会資本整備の中長期的な目的と計画期間内の社
会資本整備の目標
①　社会資本整備の中長期的な目的
　社会情勢の変化やＳＤＧｓへの関心の高まり等と
いった時代感を背景に、社会資本整備の中長期的な目
的を「『真の豊かさ』を実感できる社会を構築すること」
と位置付けています。概ね10年から20年先を見据えた
社会資本整備の中長期的な方向性としては、こうした
「真の豊かさ」を実感できる社会を構築するために「第
5次全国社重」で設定された 3つの目的である、「安全・
安心の確保」、「持続可能な地域社会の形成」、「経済成
長」の達成に向け、選択と集中の徹底を図りつつ、重
点的に整備を行っていきます。
②　計画期間内の社会資本整備の目標
　北海道ブロックの社会経済情勢の変化を踏まえると
ともに、「真の豊かさ」を実感できる社会を構築する
ための 3つの中長期的な目的の達成に向け、「第 5次
全国社重」を踏まえ、計画期間内で達成すべき 6つの
目標を設定しています。
・「防災・減災が主流となる社会の実現」
・「持続可能なインフラメンテナンス」
・「持続可能で暮らしやすい地域社会の実現」
・「経済の好循環を支える基盤整備」
・ 「インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーショ
ン（DX）」
・ 「インフラ分野の脱炭素化・インフラ空間の多面的
な利活用による生活の質の向上」

★北海道新時代 #01★

図 2　ピーク時人口と高齢化率比較（北海道・全国）

出典：総務省「国勢調査」、「人口推計」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）
（出生中位（死亡中位）推計）」、「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」
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　また、これらの重点目標の達成に向け、北海道ブロッ
クの将来像・地域特性、整備水準等を踏まえた小目標
を設定しています。
⑵ 　計画期間内の社会資本整備の目標を達成するため
の取組の方向性
　計画期間内の 6つの短期的目標を達成するととも
に、3つの中長期的目的の達成に繋げていくためには、
厳しい財政制約や人口減少の下、社会資本整備のス
トック効果を最大化していく必要があります。ストッ
ク効果の最大化の取組の方向性として、次の 2つの新
たな取組を行っていくものとし、重点目標の小目標ご
とに取組を示しています。
・ 3 つの総力（主体の総力、手段の総力、時間軸の総
力）を挙げた社会資本整備の深化
・ 「インフラ経営」※により、インフラの潜在力を引
き出すとともに新たな価値を創造

※ 　インフラを国民が持つ資産として捉え、整備・維持管理・利活

用の各段階において、工夫を凝らした新たな取組を実施すること。

⑶ 　持続可能で質の高い社会資本整備を下支えするた
めの取組
　持続可能な社会資本整備の大前提として、「安定的・
持続的な公共投資の確保」、「建設産業の生産性向上や
担い手の確保・育成」が不可欠です。
　本計画においては、公共投資の見通しとして、重点
目標の達成に寄与する社会資本整備のうち、北海道ブ
ロックの目標の達成に資する主要取組において、完成
がまだ先で、事業評価等で公表している事業は残事業
費を記載しています。
　あわせて、社会資本整備を支える建設業の担い手の
確保及び育成、生産性の向上のため、「担い手の確保・
育成」、「建設産業の生産性向上」、「建設キャリアアッ
プシステムの普及促進」、「公共工事の品質確保と担い
手確保に向けた発注者による取組の推進」等に取り組
んでいきます。

5 - 3  　北海道ブロックにおける社会資本整備の重点目標
　計画期間内の社会資本整備の重点目標を 6つ設定
し、その達成のため13の小目標を設定し、重点的に取
り組むべき具体的な施策・事業を明らかにしています。
　主要取組は、小目標の達成のための代表的な取組を

記載しており、また、「防災・減災、国土強靱化のた
めの 5か年加速化対策」に位置付けられている取組も
記載しており、防災・減災、国土強靱化の更なる加速
化・進化を図っていきます。

■　重点目標 1：防災・減災が主流となる社会の実現
【小目標】

【主要取組例及び中長期の見通し例】

【ＫＰＩ例】

①激甚化・頻発化する水災害への対応

②切迫する地震・津波等への対応、冬期複合災害への備え

③我が国全体の国土強靱化への貢献

　表中の完成年度は、本計画策定時点の完成予定時期であ
り、毎年度の予算や進捗等の事情により、変更となる場合
があるとともに、残事業費については、公表時点のものを
記載しています。
　また、★印は「防災・減災、国土強靱化のための 5か年
加速化対策」の内容※が含まれるものです。（※初年度分で
ある令和 2年度第 3次補正予算に計上されたものに限る）

【各主体が連携した取組】
石狩川（下流）（上流）水系流域治水プロジェクト
［R 2 年度以降の石狩川水系全体残事業費約6,015億円
（R 2 年度公表時点）］★ 【（R 3 年度推進中）】

【既存施設の集約及び再編】
札幌第 4 地方合同庁舎整備事業
 【（札幌市）（R 3 年度設計中）〔R 7 年度完成〕】

【ハード・ソフト一体となった取組】
自治体によるハザードマップの作成、防災訓練など地域防災
力向上の取組へ支援の推進 【（R 3 年度推進中）】

一級水系及び二級水系において、連携して流域治水プロジェ
クトを策定している水系数
 【R元年度 0  → R 7 年度 54】

官庁施設の耐震基準を満足する割合
 【R元年度 91％ → R 7 年度 100％】

最大クラスの洪水に対応したハザードマップを作成・公表し、
住民の防災意識向上につながる訓練（机上訓練、情報伝達訓
練、マイ・タイムライン作成講習会等）を実施した市区町村数
 【R 2 年度 54 → R 7 年度 143】

■ 北海道ブロックにおける社会資本整備重点計画について ■
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■　重点目標 2：持続可能なインフラメンテナンス
【小目標】

【主要取組例及び中長期の見通し例】

【KPI例】

■　重点目標 3：持続可能で暮らしやすい地域社会の実現
【小目標】

【主要取組例及び中長期の見通し例】

【選択と集中の徹底】
屯田・茨戸通 【（札幌市）（R 3 年度工事中）】

【選択と集中の徹底】
都市公園等の整備促進 【（R 3 年度推進中）】

【選択と集中の徹底】
交通安全対策
一般国道237号 振内歩道整備
 【（平取町）（R 3 年度工事中）】

①戦略的なインフラ老朽化・長寿命化対策の推進

【KPI例】

■　重点目標 4：経済の好循環を支える基盤整備
【小目標】

【主要取組例及び中長期の見通し例】

【KPI例】

地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数
　　　　 【道路： R元年度683人 → R 7 年度1,060人】
　　　　 【港湾： R元年度525人 → R 7 年度   963人】

予防保全型インフラメンテナンスの転換に向けた施設の
修繕率
 【河川： R元年度 0％ → R 7 年度 100％】
 【ダム： R元年度 71％ → R 7 年度 82％】
 【砂防： R元年度 91.0％ → R 7 年度 94.3％】
 【下水道： R元年度 0％ → R 7 年度 100％】
 【港湾： R 2 年度 87％ → R 7 年度  90％】
 【空港： R元年度 100％ → R 7 年度 100％】
 【公園： R元年度 40％ → R 7 年度 100％】
 【官庁施設： R 2 年度 0％ → R 7 年度 100％】

【各主体が連携した取組】
技術者育成プラットフォーム 【（R 3 年度推進中）】

【選択と集中の徹底】
道路の老朽化対策
主要道道増毛稲田線 妹背牛橋（妹背牛町）★
 【（R 3 年度工事中）】

【選択と集中の徹底】
小樽港本港地区防波堤整備事業
 【小樽港（小樽市）（R 3 年度工事中）〔R 7 年度完成〕】

① 北海道型地域構造の保持・形成に向けた定住・交流環境
の維持増進

②安全・安心な移動・生活空間の確保

都市計画道路（幹線道路）の整備率
 【H29年度 78.5％ → R 7 年度 80.5％】

都市域における水と緑の公的空間確保量
 【H30年度 29m2/人 → R 7 年度 30m2/人】

通学路における歩道等の整備率
 【R元年度 90% → R 7 年度 91%】

① 食料供給能力の強化と食に関わる産業の高付加価値化・
競争力強化のための社会基盤の整備

②国内外の新たな観光需要を取り込んだ観光の活性化

③ 地域のポテンシャルを十分に発揮させる人流・物流ネット
　ワークの整備等

【選択と集中の徹底】
増毛港本港地区地域生活整備事業
 【増毛港（増毛町）（R 3 年度工事中）〔R 5 年度完成〕】

【選択と集中の徹底】
一般国道 5 号　倶知安余市道路（共和～余市）★
［残事業費958億円（H30年度評価時点）］
 【（共和町～余市町）（R 3 年度工事中）〔R 6 年度部分開通〕】

【選択と集中の徹底】
苫小牧港西港区商港地区複合一貫輸送ターミナル改良事業
【苫小牧港（苫小牧市、厚真町） （R 3 年度工事中）
 〔R 4 年度完成〕】

旅客施設における多言語対応率 
　　【鉄軌道駅： R 2 年度 73％ → R 7 年度 100％】
　　【バスターミナル：
 R 2 年度 100％ → R 7 年度まで100％を維持】
 【空港：R 2 年度 100％ → R 7 年度まで100％を維持】

旅客施設における公衆無線LAN（Wi-Fi）の整備率
　　【鉄軌道駅： R 2 年度 45％ → R 7 年度100％】
　　【バスターミナル：
 R 2 年度 100％ → R 7 年度まで100％を維持】
 【空港：R 2 年度 100％ → R 7 年度まで100％を維持】

★北海道新時代 #01★
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6 　おわりに
　北海道開発局では、本計画の推進に当たりマネジメ
ントサイクルに沿った進行管理を図るとともに、着実
に施策を推進するため、本計画において設定した指標

や事業の進捗状況や施策の推進状況についてモニタリ
ングを実施し、施策推進に適切に反映するなど、イン
フラのストック効果を最大限発揮できるよう取り組ん
でまいります。

■ 北海道ブロックにおける社会資本整備重点計画について ■


